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町
民
の
皆
様
の
、
健
康
づ
く
り
に
対
す
る
意
識
や
取
り

組
む
意
欲
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
て
い
る
健
康

マ
イ
レ
ー
ジ
事
業
が
、
３
月
で
終
了
に
な
り
ま
す
。
健
康

マ
イ
レ
ー
ジ
を
実
施
さ
れ
、
特
典
の
申
請
を
さ
れ
て
い
な

い
方
は
、
３
月
31
日
（
木
）
ま
で
に
特
典
交
付
申
請
書
を

健
康
課
成
人
健
康
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ま
だ
取
り
組
ん
で
い
な
い
方
も
、
２
月
か
ら

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
十
分
申
請
が
可
能
で

す
。
ぜ
ひ
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
く
だ
さ
い
。

　

事
前
の
申
込
み
は
不
要
で
す
。
詳
し
い
内
容
は
「
上
三

川
町
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ー
ト
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ー
ト
は
、
役
場
・
い
き
い
き
プ

ラ
ザ
等
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

成
人
健
康
係
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消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

消
費
豆
知
識
�

受
け
渡
し
時
に
は
確
認
を
！

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
ト
ラ
ブ
ル

事
例

　

ス
ー
ツ
を
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
し

た
際
、
特
殊
な
ボ
タ
ン
が
付
い
て
い

る
の
で
、
特
別
な
処
理
を
頼
ん
だ
。

そ
の
後
、
ス
ー
ツ
を
受
け
取
っ
た
が

し
ば
ら
く
着
な
い
で
置
い
て
お
い

た
。
2
か
月
後
、
着
よ
う
と
思
い
取

り
出
し
た
と
こ
ろ
、
ボ
タ
ン
が
1
つ

壊
れ
て
い
た
の
で
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

店
に
苦
情
を
申
し
出
た
が
、
受
け
取

り
か
ら
1
か
月
以
内
し
か
補
償
し
な

い
と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、
シ
ミ
、
変

色
、
紛
失
等
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
衣
類
は
着
用
や
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
の
度
に
徐
々
に
劣
化
し
ま
す
。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
ト
ラ
ブ
ル
は
複
数

の
要
素
が
重
な
っ
て
発
生
す
る
こ
と

が
多
く
、
原
因
や
責
任
の
特
定
が
難

し
く
な
り
ま
す
。

・ 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
す
と
き
、
受

け
取
る
と
き
に
は
、
必
ず
衣
類
の

状
態
を
店
側
と
一
緒
に
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

・ 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
界
で
は
ト
ラ
ブ

ル
解
決
の
た
め
に
「
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
事
故
賠
償
基
準
」
を
作
成
し
て

い
ま
す
が
、
こ
の
基
準
は
S
マ
ー

ク
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
に
関
す
る

標
準
営
業
約
款
の
登
録
店
）
や

L
D
マ
ー
ク
（
全
国
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
生
活
衛
生
同
業
組
合
の
加
盟

店
）
の
あ
る
店
舗
に
適
用
さ
れ
ま

す
。
独
自
の
基
準
を
設
け
て
い
る

店
も
あ
り
ま
す
。
利
用
す
る
店
舗

の
ル
ー
ル
を
確
認
す
る
こ
と
も
大

切
で
す
。

▼ 

相
談
日
時
＝
月
〜
金
曜
日
（
祝

日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　

 

午
前
9
時
〜
正
午　

午
後
1
時
〜

　

4
時

▼ 

相
談
場
所
＝
上
三
川
町
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
（
役
場
3
階
）

▼
相
談
専
用
電
話
番
号
＝
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5
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夜間休日急患診療所

月～金曜日
土曜日

休　日

●受付は、原則終了時間の15分前までにお済ませください。
●健康保険証や受給者証を忘れずにお持ちください。
●事前に電話をしてから受診してください。（　 0285-39-8880）

場所＝小山市神鳥谷2251－7（小山市健康医療介護総合支援センター内）※休日：日曜・祝日・振替休日・年末年始（12月31日～1月3日）

内科・小児科
内科・小児科

内科・小児科

診療時間（夜間）
午後7時～午後10時
午後7時～午後10時

午後6時～午後9時

診療時間（昼間）

午前10時～正午
午後1時～午後5時

診  療  科  目

大学校

ハンバーガー店 小田林（西）

コンビニ
高校

ゴルフ場

県道33号

国道50号小山東

新
４
号

×進入禁止

新小山
市民病院

休日急患歯科診療所
夜間休日急患診療所

案内図 N

※縮尺は実際と異なります※縮尺は実際と異なります

小山市健康医療介護
総合支援センター

平
成
27
年
度
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
事

業
が
３
月
で
終
了
に
な
り
ま
す

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
で
、
健
康
づ
く
り
の
習
慣
を
身

に
付
け
、
特
典
と
し
て
「
べ
り
ー
か
ー
ど
加
盟
全

店
共
通
お
買
い
物
券
１
、０
０
０
円
分
」
を
手
に
入

れ
ま
し
ょ
う
。
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　平成28年1月から個人番号の利用が開始されました。

　役場での手続きで、個人番号の記載が必要となる主なものは下記の表のとおりとなりますので、

手続きの際は、個人番号が確認できる書類(通知カード等)と本人確認ができる書類（運転免許証

等）を持参してください。

　詳しくは、各担当課へお問い合わせください。
個人番号の記載と本人確認が必要となる手続き 担当課・係 問い合わせ先

国民健康保険・後期高齢者医療制度に関する申請など 保険課　国保年金係 ☎56 9134

介護保険に関する申請など 保険課　高齢者支援係 ☎56 9102

障がい者支援に関する申請など 福祉課　福祉人権係 ☎56 9128

特別弔慰金・各種特別給付金の請求など 福祉課　福祉人権係 ☎56 9128

児童手当の申請など 福祉課　子ども・子育て係 ☎56 9130

保育施設等入所申込・支給認定の申請など 福祉課　子ども・子育て係 ☎56 9130

妊娠届出・低体重児出生届出など 健康課　母子健康係 ☎56 9132

また、下記の手続きの際には、法人番号の記載が必要となります。
法人番号の記載が必要となる手続き 担当課・係 問い合わせ先

退職手当などの納入申告など 税務課　住民税係 ☎56 9122

法人町民税の申告など 税務課　住民税係 ☎56 9122

固定資産税償却資産の申告など 税務課　資産税係 ☎56 9123

▶問い合わせ先＝企画課　政策調整係　☎56 9118

　運行車両につきましては、平成27年10月から台数を1台増車（2台→3台）し実施しています。

本格運行に際しても、利用者の利便性等を考慮し、3台を維持します。

　また、利用料金につきましては、今後も継続して運行事業を実施していく為、本格運行に際し、

改定を行います。

　なお、運行日（平日のみ）、運行区域（町内及び町外9か所）及び運行時刻（午前8時便から午後

4時便の9便）については変更ありません。

　ご理解のほどよろしくお願いいたします。

○利用料金（1回片道）
現　　在 平成28年4月1日から

大人
町内 200円

大人
町内 300円

町外 300円 町外 450円
小学生 一律 100円 小学生 一律 150円

未就学児 無料 未就学児 無料
※改定後もJR石橋駅東口については町内料金扱いとなります。

また、未就学児は保護者の同伴が必要です。

▶問い合わせ先=企画課　政策調整係　☎56 9118

各種手続きで個人番号（マイナンバー）と
本人確認が必要です！

デマンド交通かみたん号は、
平成28年４月１日から本格運行に移行します。


